
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第６５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年４月２６日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市筏
いかだ

島南西方沖 

 大蛭
おおひる

島灯台から真方位２１７°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３０.１０′ 東経１３４°００.３６′） 

事故等調査の経過  平成２７年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 神協
しんきょう

丸、１９６トン 

   １３４７６３、神協海運株式会社 

Ｂ 引船 第八大貴
だ い き

丸、１８トン 

   ２４４－１０５５１広島、有限会社北栄海運、有限会社広島合

同海運 

Ｃ 台船 ５０３ＤＢ、３４３トン 

   なし、冨美船舶株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  甲板員Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に凹損 

Ｂ 船首部防舷材に擦過傷 

Ｃ 左舷船首部に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、鋼材約６３９ｔを積載し、船

長Ａが単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、約１０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により筏島南方沖

を南南西進した。 

 船長Ａは、右舷船首方２,０００ｍ付近に‘複数の点滅している灯

火’（以下「本件灯火」という。）を認め、さわら流し網漁の操業をし

ながら漂泊中の漁船の灯火と思い、本件灯火を右舷方に見て通過する

つもりで南南西進を続けた。 

 船長Ａは、筏島南西方沖に達したとき、本件灯火が、Ｂ船がＣ船を

えい
．．

航している灯火であったことを知り、衝突のおそれを感じてＢ船

に向けて探照灯を照射した。 

 Ａ船は、平成２７年４月２６日０２時４０分ごろ、筏島南西方沖に

おいて、その右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 



 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、機械類約８０ｔを積載し

たＣ船をえい
．．

航して引船列（以下「Ｂ船引船列」という。）を構成

し、甲板員Ｂが単独の船橋当直につき、灯火を表示し、約５kn の速力

で手動操舵により香川県直
なお

島
しま

町京ノ上﨟
きょうのじょうろう

島南東方沖を東北東進し

た。 

 甲板員Ｂは、京ノ上﨟島南東方沖で船首方２海里（Ｍ）付近にＡ船

の白灯を認め、Ａ船との距離が船首方１.５Ｍ付近になった頃、Ａ船

の緑灯も認めたので、東側に寄って航行しようと思い、徐々に右転し

て東北東進を続けた。 

 甲板員Ｂは、Ａ船と左舷対左舷で通過するつもりであり、いずれＡ

船がＢ船引船列を避けてくれるものと思って筏島南西方沖を東北東進

していたところ、船橋内に入る排気ガスの臭いが気になり始め、船橋

内の窓や扉の開け閉めを何度か繰り返すうち、Ａ船から探照灯を照射

されたことに気付き、衝突の危険を感じて右転した。 

 Ｂ船は、右転しながらＡ船と衝突し、続いてＢ船の船尾部とＣ船の

左舷船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  Ｂ船引船列は、えい
．．

航索の長さが約４５ｍであり、Ｃ船の長さが約

３０ｍであった。 

 Ｂ船は、マスト灯２個、船尾灯、舷灯及び引き船灯を表示してい

た。 

 Ｃ船は、四隅に点滅灯が設置され、右舷側の船首部及び船尾部に白

色の点滅灯が、左舷側の船首部及び船尾部に赤色の点滅灯がそれぞれ

点灯していた。 

 船長Ａは、本事故当時、筏島東方沖を航行中にさわら流し網漁の操

業をしている漁船を多数見掛けていたので、本件灯火をさわら流し網

漁の操業をしながら漂泊中の漁船の灯火だと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、筏島南西方沖を南南西進中、船長Ａが、本件灯火を漂泊中

の漁船の灯火と思い込み、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ｂ船引船列に接近していることに気付かず、Ｂ船引船列と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ａは、さわら流し網漁の操業をしている漁船を多数見掛けてい

たことから、本件灯火を見てさわら流し網漁の操業をしながら漂泊中

の漁船の灯火と思ったものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、筏島南西方沖を東北東進中、甲板員Ｂが、いずれＡ



船がＢ船引船列を避けてくれるものと思い、船橋内の換気を繰り返し

行って、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に接近して

いることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、筏島南西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船

引船列が東北東進中、船長Ａが本件灯火を漂泊中の漁船の灯火と思い

込み、また、甲板員Ｂが、いずれＡ船がＢ船引船列を避けてくれるも

のと思い、共に見張りを適切に行っていなかったため、互いに接近し

ていることに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・正規の灯火を表示すること。 

 


